
「子どものための学校事務」１０５号

憲法２６条に謳われている『教育の機会均等』・

『義務教育無償』を実現するために、学校財務の担

当者である学校事務職員は何をするべきなのか。

今回の特集号では保護者負担解消に向けた取組み

や、就学援助を受けやすくするための取組みなどを

紹介しています。

保護者負担解消では教育費の公費化を進めている

自治体が少しずつですが増えています。今回紹介し

ている自治体では学校事務職員の働きかけがありま

した。就学援助を受けやすくするために、退職後も

一市民として活動している元学校事務職員がいま

す。

それらから学ぶべきことは何なのか。

９７号、１０１号に続く第３弾!!

子どもの学習権を保障するために、

何をすべきなのかがわかる一冊です。

他には…

★全国制度研冬の集会報告

第一部では給食費未納問題から考える子どもの貧困から、講義＆全国各地の取組みについて

報告されています。第二部では大阪市、福岡県の教育費、就学援助費についての実態報告があ

ります。準要保護費が一般財源化されたことで、何が起こっているのか。読んでみよう。

★バウチャー制度

長野県上田市民がバウチャー制度について話し合い、導入の延期に至った経緯を説明してい

ます。バウチャー制度は何をもたらすんだろうとわからない方はぜひ、ご一読を。

注文はこちらへ
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